
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年８月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３横第９１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年７月１４日（日） ０９時３０分ごろ 

発生場所 千葉県いすみ市大原漁港南東方沖 

いすみ市所在の大原港東沖防波堤灯台から真方位１１９°４.２海

里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°１３.４′ 東経１４０°２９.０′） 

事故等調査の経過 平成２５年７月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第二王
おう

海
かい

丸、４９９トン 

１３５１６１、慶和海運株式会社、株式会社波方造船所、大越

海運有限会社 

Ｂ 遊漁船 はなぶさ丸、４.９９トン 

   ＣＢ３－７６３１３（漁船登録番号）、個人所有 

   第２３２－６８３４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に亀裂等 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、霧で視界が制限された大原漁

港南東方沖を北東進していた。 

船長Ａは、レーダー画面でＡ船の右舷船首方に停船しているＢ船を

認め、Ｂ船に約１５０ｍまで接近したとき、Ｂ船が西に向かって航行

を始めたことを視認し、Ｂ船がＡ船を避けてくれるものと思い、同じ

針路及び速力で航行していたところ、船首至近に迫ったＢ船を認めて

全速力後進としたものの、平成２５年７月１４日０９時３０分ごろＡ

船の右舷中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、釣り客４人を乗せ、大原漁港

南東方約４Ｍ付近において、釣りのために漂泊していた。 

船長Ｂは、釣り場を移動することとしてレーダー画面を見ながら西

進し、０.５Ｍレンジとしたレーダー画面でＡ船を認めたものの、魚

群探知機で魚影を探索しており、反転しようとして右回頭したとこ

ろ、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

Ａ船及びＢ船は、それぞれ自航して千葉県勝浦市勝浦港及び大原漁



 

港に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧、風向 北東、風力 ２、視程 約１５０ｍ 

海象：海上 平穏 

 本事故当時には、房総半島東方沖に海上濃霧注意報が発表されてい

た。 

 その他の事項 

 

船長Ａは、休んでいる乗組員を起こさないよう、霧中信号を行わな

かったが、衝突直前に長音を１回鳴らした。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ船は、霧で視界が制限された大原漁港南東方沖を北東進中、船長

Ａが、レーダー画面で認めたＢ船がＡ船を避けるものと思い込み、針

路及び速力を保持して航行したことから、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

Ｂ船は、霧で視界が制限された大原漁港南東方沖を西進中、船長Ｂ

が、レーダー画面でＡ船を認めていたものの、魚群探知機で魚影を探

索していたことから、右回頭してＡ船と接近して衝突したものと考え

られる。 

原因  本事故は、霧で視界が制限された大原漁港南東方沖において、Ａ船

が北東進中、Ｂ船が西進中、船長Ａが針路及び速力を保持して航行

し、また、船長Ｂが魚群探知機で魚影を探索していたため、両船が衝

突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時、見張りを適切に行うこと。 

・霧で視界が制限される状況となったときは、霧中信号を行うこ

と。 

 


